
非常勤職員（障害者雇用）の公募情報 

 

佐賀地方気象台では、障害者雇用を推進するため、障害を有する方を対象とした非常勤

職員の募集を行います。勤務内容・勤務条件等は下記のとおりです。 

 

１． 主な職務内容について 

  ・郵便、荷物、文書等の授受 

  ・職員の服務管理補助、関連資料の管理 

  ・秘書的業務（電話取次、来客対応、旅券の手配等） 

  ・パソコンを使用した文書作成、データ入力 

  ・文書の整理（ファイリング、廃棄作業）、消耗品の管理  

など 

※上記の他、気象台の業務の範囲内において、上司職員の命に従って業務を行ってい

ただきます。 

なお、担当いただく具体的な業務内容や実際に仕事を行うにあたり希望される配慮

措置については、双方で話し合いを行いながら、障害の状態や職場の状況に応じて決

めていきます。 

 

２． 勤務地について 

就業場所：佐賀地方気象台 

住所： 佐賀県佐賀市駅前中央３丁目３－２０ 佐賀第２合同庁舎８階 

マイカー通勤：不可（応相談） 

  

３． 募集人員 

１名 

  

４． 庁舎の設備状況 

・エレベーター：有 ・障害者用（オストメイト対応）トイレ：有（１階のみ） 

・洋式トイレ：有  ・車椅子での移動：可  ・職員用駐車場：無 

・駐車場から庁舎入口までのスロープ： 有  ・庁舎内階段手摺：有 

・点字ブロック：有  ・点字案内板：無  ・各室出入口：開き戸 

 

５． 雇用予定期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

※雇用開始日については、応相談。雇用予定期間後、勤務成績が良好など一定条件を

満たした場合、再採用されることもあります。 

６． 勤務日及び勤務時間 

（１）勤務日 

月曜日から金曜日（休日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く） 



 

（２）勤務時間 

８時３０分から１７時１５分まで（休憩時間：１２時から１３時までの１時間） 

※１日の勤務時間及び開始時刻・終了時刻は週３０時間以上の範囲で応相談。 

※ 勤務実績等に応じ、原則として連続２回まで公募を行わない更新可 

 

７． 休暇・休業等 

（１）年次休暇 

採用日から６か月以上継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤した場合、６か月経過

後に１０日の年次休暇（有給）を取得可 

（２）年次休暇以外の休暇として、事情に応じた有給・無給の特別休暇 

 

８．給与等 

（１）月例給与 

日給：８，１１０円～１０，２６０円（１日７時間４５分勤務の場合） 

（２） 通勤手当：常勤職員と原則同様（月額５５,０００円以内） 

（３） 賞与：採用時期や貢献等の実績に応じて支給 

（６月期最大２．２１月分 １２月期最大２．２１月分） 

（４）超過勤務手当：実績に応じて支給 

   ※令和６年度人事院勧告に基づき、給与等は変更になる可能性があります。 

 

９．保険等 

共済組合、雇用保険、厚生年金に加入。 

 

１０．採用面接について 

書類選考の上、面接及び Word、Excelを使った実技試験を行い、採用者を決定。 

 

１１．応募資格  

（１） 高校卒業以上の方で、次に掲げる手帳等の交付を受けている者 

① 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若し

 くは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有す

 る旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒ

 ト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるも

 のに限る。） 

② 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知

的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業セ

ンターによる知的障害者であることの判定書 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

（２）パソコン（Word、Excel 等）の操作に習熟していること。 

 



 

なお、次に該当する方は応募できませんので、了承ください。 

①日本国籍を有しない者 

②国家公務員法第３８条の規定に該当する者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期

間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過

しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

③平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱

を原因とするもの以外） 

 

１２．応募方法 

応募受付期間：令和７年１月２４日（金）必着。 

（応募者多数の場合、応募締切前に募集を締切る場合がございます。 

書類提出前に必ず下記担当者へ受付状況を確認ください。） 

 

下記連絡先まで、履歴書（顔写真添付）と職務経歴書（様式任意）を送付してくだ

さい。書類審査後、面接日時を連絡します。 

・応募書類についてはメールによる送付が難しい場合は郵送して下さい。 

・業務遂行上の配慮等の確認のため、障害の状況や配慮事項等を可能な範囲で応募書

類に記入下さい。また、就労パスポートをお持ちの方は、写しを併せて提出くださ

い。（可能であれば障害者手帳の（写）を送付して下さい。） 

・必要な合理的配慮についてはお申し出下さい。 

・支援機関を利用している方は、支援機関の名称・支援者の分かる内容を応募書類に

記載して下さい。 

・服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則によります。 

・事前見学を希望される場合は相談ください。 

・面接時の支援員の同席は可です。 

・選考後、応募書類は返却します。 

 

連絡先：〒８４０－０８０１ 

   佐賀県佐賀市駅前中央３丁目３－２０ 佐賀第２合同庁舎８階 

   佐賀地方気象台（担当：業務・危機管理官 吉村
よしむら

 朋彦
ともひこ

） 

TEL：０９５２－３２－７０２５ 

メールアドレス：yoshimura-tアットマーク met.kishou.go.jp 

（上記アットマークは@に置き換えて送信してください） 


